






要約 クレチン症マススクリーニングにおける初回採血後の精密検査(精検)TSH 基準値(A)

と再採血・再々採血後の精検基準値(B)・(C)を設定する際に、ヨード含有消毒剤(ヨード

剤)中のヨードによる軽度の一過性甲状腺機能低下症が及ぼしてきた影響について、北海

道での 1988年 4月～1993年 11月のスクリーニング成績をもとに解析を行った。基準値(A)

を従来の 50μU/ml(全血値)から 30μU/m1 に引き下げたところ、即精検率が 2～3 倍とな

り的中率の低下はなかったが、精検時に TSH 値が正常化している「狭義の」偽陽性者の絶

対数が増加した。その後、臍処置に使用する消毒剤を非ヨード剤に変更したところ、軽度

の一過性 TSH 上昇例(偽陽性者)だけではなく、「狭義の」偽陽性者も減少した。更に、基

準値(B)(C)の設定も変更することで、再採血以後に精検される症例もより効率的に診断・

治療が行われた。また、臍処置時の消毒剤の変更だけでは偽陽性率の低下が認められなか

った分娩施設で、母体に使用する消毒剤も非ヨード剤に変更したところ、偽陽性率が著し

く低下した。

ヨード剤によるスクリーニングヘの影響は多岐にわたり、その適切な使用法の確立はスク

リーニング成績の向上に重要であることが明らかとなった。


